
令 和 ５ 年 1 2 月
ひたちなか警察署

速 度 取 締 り 指 針

ひたちなか警察署の速度取締り重点

その他の交通指導取締り要点

～令和５年下半期～（令和５年６月１日～令和５年１１月３０日までの間）
●ひたちなか警察署管内では、自転車利用者による単独交通死亡事故が１件発生しています。

交通事故抑止のため可搬式速度違反自動取締装置による最高速度違反取締りのほか、飲
酒運転、横断歩行者等妨害等違反などの取締りも強化します。

★ 重点以外の場所、時間帯であっても、交通指導取締りを実施します。

重点路線 重点時間帯 区域 規制速度

県道
那珂湊那珂線

 ７：00～12：00
14：00～18：00

三反田地区
４0km/h

（指定速度）

▼県道那珂湊那珂線

における時間帯別の

人身交通事故発生状

況は、午前８時～午

前１０時の間で最も

多く発生しています。
（過去３年間）

▼ひたちなか警察署
管内における主な路
線別の人身交通事故
は、県道で最も多く発
生しています。

（過去３年間）

人身交通事故発生状況
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県道那珂湊那珂線における時間帯別の

人身交通事故発生状況（過去３年間）
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国道６号 国道245号 県道

主な路線別の人身事故発生状況（過去３年間）


